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1. 計画策定の趣旨

(1) 行政経営改革の目的

わが国は平成 17 年をピークに人口減少に転じており、少子高齢化が加速している状

況にあります。またそれらは生産年齢人口の減少をもたらし、経済成長にマイナスの影

響を与え、中長期的に厳しい財政状況が続くことが見込まれます。そのような状況下

で、平成 27 年 6 月に閣議決定された｢経済財政運営と改革の基本方針 2015｣等を踏まえ

て、平成 27 年 8 月には総務省より｢地方行政サービス改革の推進に関する留意事項｣が

地方公共団体に対して発出され、多様化し増大する住民ニーズに的確に対応するための

具体的な指針が示されたところです。

取手市においても、将来人口を推計したところ、令和 22 年（2040 年）における推計

は 84,641 人となり、これに子育て世代への支援や、定住促進等の各種施策を展開する

ことで、90,056 人を目指していますが、それでもなお、生産年齢人口の減少による税収

減や、高齢化に伴う社会保障費の増大による厳しい財政状況が続くことが予想されま

す。

さらに、近年は世界的な温暖化による大型台風や局地的大雨などのリスク、近い将来

に起こるとされる巨大地震等のリスクが高まっており、また新型コロナウイルス感染症

の拡大など、予測のできない事態も発生しております。そのような状況下でも行政機能

を維持し、適切な対策を講じるために、より強固な行政経営基盤を築く必要がありま

す。これらの課題に対応するためには、従来の減量型の改革に加え、組織や事業の効率

化と質の向上が必要となります。

また、取手市は行政改革の取組の一環として、平成 17 年の合併時より職員数の削減

を進めてきました。その一方で、ライフスタイルの変容や市民ニーズの多様化によっ

て、高度な公共サービスが求められており、職員一人あたりの業務量は年々大きくなっ

ております。行政がすべての公共サービスを担うシステムには限界があり、自治体経営

における市民の参画によって、地域活動を活性化させ、一体となってまちづくりを進め

ていく必要があることから、これまで以上に協働の取組も加速させていく必要がありま

す。

限られた財源や人材を有効に活用し、健全な財政状況を維持しつつ、社会構造の変化

や不測の事態に柔軟に対応し、持続可能な自治体経営を続けるための行財政運営に取り

組むために、本計画を策定し、行政経営改革を進めてまいります。
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(2) ｢とりで行政経営改革プラン 2020｣の位置づけ

｢とりで行政経営改革プラン 2020｣は、本市の最上位計画である｢第六次取手市総合計

画｣の基本計画である｢とりで未来創造プラン 2020｣に掲げたテーマ｢協働と持続可能な自

治体経営｣に位置づけられております。

より効果的・効率的な行財政運営の実現という観点から、｢とりで行政経営改革プラ

ン 2020｣は総合計画と連動するように調整を図り、総合計画で掲げた将来都市像、｢ぬく

もりとやすらぎに満ち、ともに活力を育むまち とりで｣の実現を目指します。

2. ｢とりで行政経営改革プラン 2020｣の構成

(1) 計画策定の基本的な考え方

第六次取手市総合計画の基本計画である｢とりで未来創造プラン 2020｣は、前基本計画

である｢とりで未来創造プラン 2016｣からの連続性・継続性を持たせることから、まちづ

くりの基本方針やテーマ、施策評価の方法など、基本的な構造は踏襲しつつ、新たな視

点として持続可能な開発目標（SDGs）の推進などを盛り込んだ計画となっています。

｢とりで行政経営改革プラン 2020｣もこれに倣い、前計画である｢とりで行政経営改革

プラン 2016｣の取り組みを引き継ぐとともに、厳しい財政状況の中でも質の高い行政サ

ービスを提供するために、新たな改革項目も加えて持続可能な自治体経営を目指しま

す。
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(2) 計画期間

本計画は第六次取手市総合計画の基本計画である「とりで未来創造プラン 2020」に関

連するため、計画期間も連動性を持たせています。次期基本計画の策定を受けて、その

方針にしたがって次期行政経営改革プランも策定に入るため、「とりで行政経営改革プ

ラン 2020」の計画期間を本計画においては 5年間としました。

(3) 推進体制と進捗管理

本計画の推進にあたっては、市長を本部長とする「取手市行政改革推進本部」を中心

として、全庁的に取り組んで行きます。

また、行政外部の広範な視点から意見をいただくことを目的として、「取手市行政改

革推進委員会」を設置し、毎年度進捗状況の報告を行います。効果的で効率的な質の高

い成果を生み出すため、Ｐ（計画策定）⇒Ｄ（実行）⇒Ｃ（評価）⇒Ａ（改革）サイク

ルを徹底し、進捗の管理を行います。

毎年度の進捗状況報告については、ホームページ等で公開し、本計画の実効性と透明

性を確保します。
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3. 本市の現状と課題

(1) 人口動向

人口総数は令和元年 10 月時点で 107,153 人となり、10 年前の平成 21 年 10 月時点の

110,871 人と比較すると、3,718 人（3.3％）減少しています。

年齢三区分別に見ると、平成 21 年と比べ、年少人口（0～14 歳）は 1割程度、生産年

齢人口（15～64 歳）は 2割程度減少しており、老年人口（65 歳以上）は約 1.4 倍に急増

しています。これは本市に限らず全国的にも同様の傾向にあり、若年層の減少と高齢者の

増加は今後しばらく続くものと推測されています。

また、今後の人口総数の見通しにおいては、人口総数は減少傾向にあり、年少人口、生

産年齢人口、老年人口ともに減少傾向ではあるものの、特に生産年齢人口、年少人口の減

少率が高いことから、相対的に高齢化率は上昇することが見込まれます。

全国の高齢化率と比較しても、本市の高齢化率は、かなり高い状態で推移することが

予想され、働く世代の減少と支えられる世代の増加により、将来、税収が減少することや

予算に占める扶助費の増加が見込まれます。

■総人口と年齢三区分別人口の割合の推移

出典：取手市統計人口（各年１０月１日時点）

12,861 12,743 12,526 12,244 12,147 11,968 11,827 11,699 11,567 11,365 11,157
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■今後の人口と高齢化率の見通し

出典：とりで未来創造プラン２０２０

(2) 取手市財政の現状と課題

① 歳入

歳入の推移をみると、平成 21 年度から平成 23 年度までは 350 億円台、平成 24 年度

から平成 29 年度までは 370 億円から 380 億円台、平成 30 年度は 394 億円となってお

り、徐々に増加してきています。

内訳をみると、市税などの自主財源は減少傾向にあり、平成 21 年度の 208 億円をピ

ークに、平成 30 年度は 178 億円となっています。また、歳入総額に占める市税の割合

も同様に減少傾向となっており、平成 21 年度の 43.3％（153 億円）から平成 22 年度

の 43.8％（155 億円）をピークに平成 23 年度以降は減少し、平成 25 年度からは 40％

を下回る状況にあります。平成 30 年度の市税収入は 140 億円で市税の歳入全体に占め

る割合は 35.6％となっており、ピーク時の平成 22 年度と比較をすると 8.2 ポイント

（15 億円）の減という状況です。

一方、依存財源については、市税と反比例し、年々増加しています。内訳は、普通

交付税が平成 21 年度の 22 億円に対し平成 30 年度が 56 億円、地方債が平成 21 年度の

43 億円に対し平成 30 年度が 54 億円という状況です。

市税収入全体の状況をみると、平成 21 年度の 153 億円から、平成 22 年度の 155 億

円をピークにその後減少しています。特に、法人市民税については、平成 20 年秋の世
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界的な金融危機の影響により、平成 21 年度には 13 億円となり、過去最大だった平成

19 年度から 2年間で 46 億円もの大幅な減収に見舞われました。その後は約 20 億円程

度で推移してきましたが、平成 28 年度には、市内大手企業の減益などにより、再び 12

億円まで落ち込み、平成 30 年度も 14 億円となっています。また、個人市民税につい

ても、団塊世代の大量退職や少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少により、平成 21 年

度の 67 億円から平成 30 年度は 58 億円まで減少しています。

今後も、法人市民税については、景気の動向や大手企業の業績の影響を強く受ける

ため、安定的な収入を見込むことは難しい状況にあります。個人市民税についても、

生産年齢人口の減少に伴う担税力の縮小により、増加を見込むことは難しい状況です。

こうした状況から、市税収入の減少傾向は今後も続くものと見込まれます。また、

依存財源のひとつである普通交付税については、合併算定替の特例措置が終了し、令

和 2年度からは一本算定となり、交付額が減少します。さらに、合併団体が非常に有

利な条件で借り入れができる地方債である合併特例債についても、数年のうちに発行

限度額に達する見込みで、これらについても、市の財政運営に大きな影響を及ぼすこ

とが見込まれます。また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、規模の大小

にかかわらず、様々な業種において大幅な減収が予想されており、企業収益の悪化は

企業が納める法人住民税を減少させ、経済悪化による個人住民税の減少にも繋がるこ

とが予想されます。これらの懸念される外的要因もあり、将来的な歳入の見通しは、

非常に不透明なものとなっています。

■財源別歳入の推移

15,333 15,485 15,166 14,929 14,694 14,592 14,314 13,919 14,557 14,033 
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■市税収入の推移

② 歳出

歳出の推移をみると、平成 21年度から平成 23年度までの普通会計の歳出総額は
340億円台で推移しており、以降、平成 24年度から平成 26年度までは 350億円台か
ら 360億円台、平成 27年度から平成 29年度までは 370億円台で推移し、平成 30年
度は 385億円となりました。
義務的経費の内訳と状況をみると、人件費については、これまでの行政改革の取り

組みにより確実に削減効果を生み出してきましたが、平成 25年度以降は横ばいで推移
しています。一方、社会保障経費である扶助費については、医療給付や生活保護費な

どの増加により、年々増加の傾向にあります。

投資的経費は、平成 20年秋の世界的な金融危機の影響により平成 21年度決算では、
24億円に絞り込まれましたが、喫緊の課題であった学校の耐震化、ウェルネスプラザ
や井野なないろ保育所及び地域子育て支援センターの整備などにより、平成 24年度以
降は 40億円台から 60億円台で推移しており、平成 30年度決算では 53億円（歳出全
体の 13.6％）という状況です。
その他の経費については、概ね 130億円台で推移しております。物件費については、

事務事業の見直しにより抑制してきましたが、消費税率の引き上げによる影響もあり、

ここ数年は横ばいで推移しています。

なお、人件費については、合併以降、職員数を削減し続け、今後は大きな削減は見

込めない状況にあります。社会保障経費である扶助費については、国の制度により、

地方がその経費の一部を負担しなければならない仕組みとなっており、高齢化や厳し

い社会経済状況の影響などから今後も年々増加の一途をたどり、地方の財政に大きな

負担となっていくことが見込まれます。

また、公共施設の一斉老朽化に伴う大規模改修や更新費用など投資的経費が増加傾

15,333 15,485 15,166 14,929 14,694 14,592 14,314 13,919 14,557 14,033 
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向にあるため、公共施設等総合管理計画に基づき最適な施設量を目指して段階的に総

量を圧縮し、維持管理コストの削減を積極的に進めていく時期にきています。

このようなことから、持続可能な行財政運営を構築するには、引き続き内部管理経

費の見直し、事業の統合・廃止、優先度の高い事業の選択実施等、「行政経営改革プラ

ン」の考え方と取り組みを継続し、効率的、効果的な執行に努めていく必要がありま

す。

■性質別歳出の推移

■義務的経費の内訳及び推移

17,779 18,005 17,992 17,907 18,066 18,365 19,372 19,795 20,347 19,887 
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③ 基金の推移

財政調整基金は、税収が急激に落ち込んだ時や災害が起きた場合など、予期しない収

入の減少や不時の支出の増に備えるために積み立てておく資金です。平成 20 年秋の世界

的な金融危機により生じた法人市民税の大幅な減収を基金の取り崩しにより対応したた

め、平成 21 年度末には 9億円に減少しました。その後、行政改革の取り組みによる基金

の取り崩し抑制や決算剰余金の着実な積み立てにより、平成 27 年度末残高には 30 億円

となりましたが、平成 28 年度末に再度法人市民税が大幅な減収となった結果、平成 30 年

度末残高は 23 億円となっています。

減債基金は、市債の償還を計画的に行うため積み立てておく資金です。決算剰余金な

どにより着実に積み立てを行ってきたため、平成 28 年度までの残高は増加傾向でしたが、

近年では市税収入の減少に伴い、財政調整基金と同様に減少傾向となっています。

特定目的基金は、特定の目的とする事業の財源の一部に充てるために積み立てておく

資金です。今後、公共施設の老朽化対策などに多額の資金を要するため、これらの事業の

財源の一部として活用していきます。

■基金の推移
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④ 今後の財政計画

近年の日本経済には、全国的に相次ぐ自然災害や通商問題を巡る動向などをはじめと

した様々な不確実性が存在し、計画期間中の市の財政状況についても、将来の中期的な財

政計画を明確にすることは大変困難な状況にあります。さらに、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響による活動自粛により、飲食業や小売業をはじめ、様々な業種が減収を余儀

なくされており、大幅な税収減が懸念されています。また、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響による世界経済へのダメージは、リーマンショック級やそれ以上になる可能性

も指摘されており、その規模や影響を受ける期間などの見通しは非常に不透明と言わざ

るを得ません。こういった状況にあることから、将来の財政計画の推計については、「と

りで未来創造プラン 2020」における推計を用いています。

まず歳入では、少子化・高齢化の進展や国の税制改正の影響など（※）により、令和元

年度以前と比較して市税が低水準に留まる一方、扶助費の増加に伴う国県支出金の増加

により、依存財源が増加する傾向にあります。使途の制限を受けない一般財源の割合が低

下することから、財政運営の自主性・安定性を確保するため、自主財源の確保に努める必

要があります。

次に歳出では、少子化・高齢化の進展などにより、社会保障経費である扶助費が増加

の一途をたどり、これにより歳出総額に占める義務的経費の割合が年々増加すると見込

まれています。その反面、投資的経費に配分できる財源が縮小し、弾力性が低下していく

こととなります。

次の表のとおり、今後の計画期間中は収支が保たれることが予想されますが、長期的

に持続可能な自治体経営を実現するため、引き続き行財政改革に努めていく必要があり

ます。

※ 法人市民税法人税割について、平成 26年 10月 1日以後に開始する事業年度分について税率
が 14.7％から 12.1％に引き下げられており、さらに、令和元年 10月 1日以後に開始する事業
年度分より、12.1％から 8.4％に引き下げられています。
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■中期財政計画（推計） 普通会計ベース

※百万円未満の数値は四捨五入しているため、各区分の積上げ値と合計は必ずしも一致しません。

出典：とりで未来創造プラン 2020

【歳 入】

(単位：百万円)

区 分
推計１年度 推計２年度 推計３年度 推計４年度

R2 R3 R4 R5

市税 13,847 13,574 13,631 13,672

その他自主財源 2,691 2,644 2,850 2,795

依存財源 22,615 23,147 22,617 22,016

合計 39,154 39,365 39,097 38,483

市税の割合 35.4% 34.5% 34.9% 35.5%

【歳 出】

(単位：百万円)

区 分
推計１年度 推計２年度 推計３年度 推計４年度

R2 R3 R4 R5

義務的経費 22,059 22,130 22,431 22,446

投資的経費 3,411 3,621 2,971 2,251

その他 13,684 13,614 13,696 13,787

合計 39,154 39,365 39,097 38,484

義務的経費の割合 56.3% 56.2% 57.4% 58.3%
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(3) 職員

① 職員数と年齢構成

職員数は、合併後の平成 17 年度には 1,069 名となっていましたが、行政改革の推進

による効率化等により、常勤職員採用の抑制に努めた結果、平成 24 年度には目標とし

た当時の類似自治団体[1]の平均職員数を下回り、809 名となりました。平成 25 年度以

降は 800 名未満で推移しており、令和元年度は 790 名となっています。

職員の年齢構成は、かつては中高年層の構成比が高く、若年層が低い傾向にありま

した。しかし近年では職員の退職により、中高年層の比率が下がり、30 代の職員の構

成比は低いものの、職員補充として新たに採用された若年層の構成比が上がることで、

全体の年齢構成は平準化の傾向にあります。

厳しい財政状況が予測される中、少子高齢化の進展や社会経済情勢の変化に対応し、

より的確かつ迅速に行政課題を解決していく体制を整えるため、今後も人材の確保と

その育成に力を入れていくとともに、行政経験の豊富な再任用職員や、任期付職員、

会計年度任用職員の任用など、様々な任用制度を効果的に活用することが求められま

す。

■職員数の推移

[1] 全国の市町村の中で、人口規模や産業構造（産業別就業人口の比率）が類似していると分類された地方自治体をいう。
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■年齢別職員構成の状況

② 職員の人材育成

少子高齢化の進展や住民ニーズの高度化・多様化などの社会情勢の変化とともに、

地方分権の推進によって地方自治体を取り巻く環境が大きく変化している中で、求め

られる職員像も大きく変わりつつあります。

ルーティンワークを中心とした定型的な事務処理能力だけでなく、その自治体の特

色や課題を的確に把握して政策に反映させる政策形成能力や、創意工夫と柔軟な発想

力に基づく創造的能力、法令・例規を遵守しながら公平性をもって課題を解決してい

く法務能力などの重要性が、今後もより一層高まっていくと考えられます。

これらの能力を兼ね備えた人材の育成を図るため、すべての職員に対して職務階層

ごとに共通した研修を行う「階層別研修」と、様々な研修機関を活用した「専門研修」

とを組み合わせながら、職員一人ひとりの資質・能力の向上に取り組んでいく必要が

あります。

「階層別研修」では、その職務・職責を果たすために必要とされる知識の習得や業

務スキルの向上とともに、組織における個々の責任意識や自己啓発意欲を高める効果

が期待されます。地方公務員としての服務規律の確保や職務執行における公務員倫理

の周知徹底は当然のことながら、公務能率を高めるための知識・技能の習得、問題解

決能力の育成、折衝能力の向上を図る必要があります。

「専門研修」では、多岐にわたる特別研修や各種研修機関での研修を通して、担当

業務における専門知識の習得とともに、高度化・複雑化する行政ニーズに的確かつ迅

速に対応し、きめ細やかな市民サービスを実現するために必要なスキルの習得が期待

されます。また、組織が期待する職員像はもとより、職員一人ひとりが伸ばしたい自

己能力の領域を把握し、経験したい分野や身につけたい能力を明確にすることにより、
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自主的学習と「キャリアデザイン」に着目した育成が期待できます。

今後も「最小の経費で最大の効果を生み出す」土台となる人づくりに真摯に取り組

み、人材育成を強化していくことが求められます。

4. 取組項目

(1) 3 つのテーマ

前項の人口、財政、職員数の状況からの分析により、「少子高齢化による扶助費の増

加」、「生産年齢人口減少による税収の減」、「多様化し拡大する市民ニーズへの対応」、

「地域活力の減退」などのキーワードが課題として挙げられます。これらの課題は前計

画の「とりで行政経営改革プラン 2016」策定時から継続する課題であり、引き続き取り

組むべき改革項目もあることから「とりで行政経営改革プラン 2020」においても、「行

政サービスの効率化と質の向上」、「歳入の確保」、「協働のまちづくり」の 3つのテーマ

を継承することとしました。その上で、取手市や市をとりまく社会情勢の変化に柔軟に

対応するため個別の改革項目においては、既に一定の成果を出した取組を除き、新規項

目を追加するなど、新たな体系を構築します。

① 行政サービスの効率化と質の向上

社会情勢の変化とともに高まり、多様化した市民ニーズに応えるため、行政サービ

スの質を高めるとともに、効果的、効率的な行政運営を進めます。

新型コロナウイルス感染症の拡大による地域経済へのダメージが懸念され、より厳

しい財政状況が続くことが見込まれる中で、各部各課で事業の優先度と必要性を見直

し、選択と集中による実効性のある政策事業を進め、長期的に持続可能な自治体経営

を実現させるために、枠配分予算制度の導入による全事務事業の総点検を行います。

またＩＣＴの活用により職員の業務効率向上を図るとともに、利便性の高いサービ

スの提供を目指します。

② 歳入の確保

生産年齢人口の減少に伴う歳入減や、高齢化による扶助費の増大、さらに新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響による経済悪化など、厳しい財政状況が続くことが懸念

されます。そのような状況下においても、安定的な財政運営を維持するため、市税等

の収納率の向上やふるさと納税などを活用した自主財源の確保に努めます。

③ 協働のまちづくり

自治体経営における市民の参画や地域の多様なニーズに対応するため、市民や市民

活動団体、事業者、大学など様々な関係者との結びつきを強め、共にまちづくりを進

めていく協働の仕組み作りを進めます。

また、市民との行政情報の共有化を図ると共に、とりでの魅力を市内外に発信して

いくために、様々な媒体を利用したＰＲ活動に取り組んで参ります。
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(2) ｢とりで行政経営改革プラン 2020｣の各取組項目
テーマ 番号 改革項目

1 枠配分予算制度の導入による全事務事業の総点検

2 窓口サービスの向上

3 事務事業の改革改善

4 指定管理者制度の活用

5 公共施設マネジメントの推進

6 効率的な組織の構築

7 職員配置の適正化

8 人材の育成と活用

9 給与・手当等の適正化

10 ＩＣＴを活用した効率化

11 収納率の向上

12 市有財産の処分

13 新たな財源の確保

14 市民協働による事業の推進

15 大学等との連携推進

16 企業等との連携推進

17 市政情報の積極的な提供

行政サービスの効率化と
質の向上

歳入の確保

協働のまちづくり
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番号 1 改革項目

■取組みの概要と方向性

■現状と課題

テーマ 行政サービスの効率化と質の向上

枠配分予算制度の導入による全事務事業の総点検

事業推進課 財政課・政策推進課

　
取手市の財政状況は、歳入における市税収入の減少傾向や、歳出における扶助費の増加傾向、

公共施設の老朽化対策など、様々な課題に直面しています。このようなことから、持続可能な行財

政運営を構築するには、引き続き内部管理経費の見直し、事業の統合・廃止、優先度の高い事業

の選択実施等を進めていく必要があります。

一方で、各年度の予算編成業務においては、財政部局主体での歳出予算圧縮を図ってきました

が、より一層の行財政改革を進めるうえでは、全庁的な取組みが求められています。

従来、一つ一つの事業を財政部局が精査し、予算編成を行ってきましたが、財政が厳しくなる中、

市役所の各部局が、それぞれ主体的に全ての事務事業を総点検することで、事業の効率化と経費

の節減を進めていく必要があります。

そのために、各部局に予算枠を配分し、その配分された予算枠の中で収まるように各部局が事業

を選定していく「枠配分方式」を導入します。

これにより、歳入に見合った歳出規模に予算を圧縮するとともに、各部局で内部管理経費の見直

しや事業の統廃合を推進できる仕組みを構築します。

従来の査定方式（一件査定方式） 新たな査定方式（枠配分方式）

・各部局が予算を要求し、ヒアリング等を通し

て財政部門が査定を行います。

・統一した考え方に基づいた事業費の削減に

有効な手法です。

・財政部門が適正規模の枠を示し、各部署がそ

の枠の中で、予算積算を行います。

・積算の過程において、各部局が事業内容や実

施の有無まで総点検を行うため、事業の見直

しに有効な手法となります。
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＜枠配分方式導入によって見込まれる効果＞

事業見直しの「仕組み化」

市の予算には、国の社会保障経費や地方債の償還（返済）といった義務的経費も多く、一律の圧

縮は難しいものとなっています。今回の枠配分方式では、市の裁量で見直す余地がある枠配分対象

事業と、枠配分になじまない事業を分別し、枠配分対象事業に対してのみ「枠」という目標値を設

定することで、「何を」「どこまで」見直すのか明確化し、スクラップ＆ビルドが進みやすい環境を

作ります。

「歳入に見合った歳出」の実現

今まで、市税等の歳入が減少傾向にあるなかで、個別事業費の総計と見込める歳入の差額は、最

終的には財政調整基金（市の貯金）の取崩しにより対応せざるを得ませんでした。枠配分方式によ

り歳入に見合う規模の「枠」を示すことで予算規模を圧縮し、持続可能な自治体経営を実現しま

す。

■取組スケジュール

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

取
組
内
容

枠配分予算方式の検討・導入

・効果検証・枠配分予算制度の運用
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番号 2 改革項目

■取組スケジュール

指
標

おくやみデスク利用者数

90人 140人 160人 180人 200人

指
標

コンビニ交付発行件数（住民票・印鑑登録証明書・課税証明書・所得証明書）

4,000件 4,500件 5,000件 5,500件 6,000件

　

■取組の概要と方向性

　

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

取
組
内
容

■現状と課題

テーマ 行政サービスの効率化と質の向上

窓口サービスの向上

事業推進課 市民課・人事課・その他関連課

窓口業務においては、来庁者の増加等により混雑している時間帯が発生しています。

現在、番号案内システムにより受付内容を明確化し、来庁者の利用目的に沿った、適切かつスムーズな窓口への案内を

行うことで、業務の効率化を図っています。また、コンビニ交付サービスの導入により、各種証明書の交付を行い、混雑緩和

や住民の利便性の向上につなげています。しかしながら、業務内容も複雑化し、質の高い行政サービスを提供するために

は、職員の資質と能力の向上が求められています。

窓口業務は、住民サービスの最前線であり、市民がわかりやす

く、利用しやすい窓口を目指し、窓口サービスの向上の取り組みを

進めます。マイナンバーカードの普及促進を行い、コンビニ交付の

運用を今後も推進し、窓口の混雑緩和や住民の利便性向上を進

めていきます。窓口等における市民への接客対応力の向上のた

め、窓口接遇研修等も実施します。

また、窓口サービスの一本化による住民サービス向上の取組の

一環として、亡くなられた際のご遺族の手続きを、それぞれ関連す

る部署に足を運ぶことなく一カ所で行う「おくやみデスク」を導入し

ました。今後も来庁される方の気持ちに寄り添った、利便性と満足

度の高い窓口サービスの実現を目指します。

・おくやみデスクの導入 ・おくやみデスクの運

用

・番号案内表示運用

・コンビニ交付運用

・職員研修 （窓口接遇研修）
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番号 3 改革項目

■取組スケジュール

■現状と課題

テーマ 行政サービスの効率化と質の向上

事務事業の改革改善

事業推進課 政策推進課

　

■取組の概要と方向性

　

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

取
組
内
容

指
標

重点事業評価における改革改善数（R2～R6累計）

10件 20件 30件 40件 50件

重点事業評価については、｢第六次取手市総合計画｣の基本計画である｢とりで未来創造プラン2020｣に掲げた重点事

業と、組織目標を設定する｢組織マネジメントシート｣に掲げる重点事業に対して、毎年度評価を行います。各課が掲げる

目標設定に対しての執行状況の管理や成果指標の達成状況について評価、分析を行い、総合計画で掲げる将来都市

像｢ぬくもりとやすらぎに満ち、共に活力を育むまち とりで｣の実現を目指します。

この行政評価のプロセスは、人事評価とも連動しており、職員一人一人が組織で目指す目標や、そこから得られる成果

を明確化し、共有することも目的としています。

社会情勢の変化に的確に対応し、その時々で市民ニーズにあった施策を展開するため、達成状況だけにとらわれるこ

となく、常に改革改善を進めていくことが求められています。

達成状況についてはA、B、Cの三段階で評価し、施策の有効

性や効率化がどのように図られてきたのかを客観的に判断する

とともに、結果については公共施設での閲覧や、ホームページ

での掲載をすることで、行政の説明責任を果たし、透明性の確

保に繋げています。令和2年度からは、総合計画審議会に評価

結果を報告することで、外部からの意見も取り入れ、業務改善や

事業の再編を進めていきます。

また過去の振り返りとともに、今後の方向性について｢改革改

善｣｢継続｣｢統廃合｣｢廃止・休止｣｢事業完了｣の５つの判断を行

い、PDCAサイクルを回すことで、より効率的、効果的な施策の

推進に繋げていきます。
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改革項目数（H28～R1累計）

重点事業評価の実施 （関係各課ヒアリング、庁内報告会の実施、進捗管理）

次期基本計画策定 次期基本計画の運用
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番号 4 改革項目

■取組スケジュール

■現状と課題

テーマ 行政サービスの効率化と質の向上

指定管理者制度の活用

事業推進課 政策推進課

　

■取組の概要と方向性

　

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

取
組
内
容

取手市では公の施設における市民サービスの向上を図るため、指定管理者制度の導入を積極的に進めてきました。民

間事業者が蓄積したノウハウを経営に活かすことで、管理経費の節減や自主事業による魅力的なコンテンツの提供などに

繋げています。

取手市では現在、18の公の施設において指定管理者制度を導入しており、そのうち4施設において一般公募による指定

管理者制度の運用を行っています。指定管理者制度を導入している施設については、今後も市場の競争原理に基づき、

経費の縮減を図ると共に、事業報告書の提出や実地調査、アンケート等を通じて、指定管理者の評価と管理監督を適切に

行い、常に改革改善を進めていくことが求められています。

多様化する市民ニーズに応え、満足度をより高めるた

めには、民間経営のノウハウを活用し、自主事業の充実

や、柔軟な施設運営を進めていく必要があります。市と

指定管理者が一体となって、よりよりサービスの提供に繋

げていくために、定期的な情報共有の場を設けます。

また、他自治体の先進事例や、研修への参加を通して、

評価制度やガイドライン、災害発生時の対応などの調査

研究を進め、より適切な制度運営を図ります。

指定管理者制度の適切な運営 ・指定管理者との定期的な協議・先進事例の調査研究

指定期間が令和2

年度までの施設の

次期指定管理者

選定手続き

指定期間が令和3

年度までの施設の

次期指定管理者選

定手続き

取手ウェルネスプラザ
（指定管理期間 令和2年度～令和6年度）

指定期間が令和6 

年度までの施設の

次期指定管理者選

定手続き
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番号 5 改革項目

■取組スケジュール

指
標

■現状と課題

テーマ 行政サービスの効率化と質の向上

公共施設マネジメントの推進

事業推進課 公共施設整備課

公共施設の総量の縮減率　令和37年度までに27%

　

■取組の概要と方向性

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

取
組
内
容

市では、公共施設等を昭和40年代半ばから50年代後半

にかけて集中的に整備した結果、築30年以上の建物が7割

を超える状況にあり、今後、維持・保全にかかるコストが増大

するとともに、一斉に更新の時期を迎えることになります。

市の保有している公共施設等を、今後もすべて維持・更

新するための財源を確保することは非常に困難な状況で

す。そのため、人口減少や人口構成の変化とともに財政支

出の形態が変化する中で、適切な改修・更新等を行い、財

政負担の平準化を図りながら、公共施設等の最適な状態を

持続可能なものとしていくことが大きな課題となっています。

平成28年7月に策定した「取手市公共施設等総合管理計画」では、公共施設やインフラを総合的かつ計画的に管理し、

維持管理コストの縮減や、財政支出の平準化などを目指しています。取手市公共施設等総合管理計画で掲げた目標を、

確実に達成するために、40年間を5期に分け、期ごとの具体的な行動を示す行動計画を策定します。第1次行動計画は、

立地適正化計画の方向性を見定めてから取り組むことが、効率性・実効性を高めることができるものと判断し、令和4年度

から13年度までの計画を、令和2年度から2か年で策定します。

これらの取り組みは、単純な施設の総量やコストの縮減をするものではなく、自治体経営、まちづくりと公的不動産（PRE）

が連携し、持続可能で「ぬくもりと安らぎに満ち、共に活力を育むまち とりで」を、どのように形成していくのかといった視点

も踏まえて取り組むものとします。

・公共施設等総合管理計画の計画期間

・第1次行動計画に基づく、個別施設計画の策定及び実施期間

（最終年度は令和13年度）

第1期
（H２８～R５）

第2期
（６～１３）

第3期
（１４～２１）

第4期
（２２～２９）

第5期
（３０～３７）

公共施設等総合管

理計画

※行動計画
（公共施設）

個別施設計画
（インフラ）

総合管理計画（40年間） 見直し 見直し

第1次
計画

（6年）

計画

策定

(2年)

第3次
計画

（8年）

第4次
計画

（8年）

第5次
計画

（8年）

インフラは個別施設計画（長寿命化計画、維持管理計画・方針など）を策定

していきます。なお、策定の際は、分野横断的な調整を行うものとします。

第2次
計画

（8年）

・インフラ種別ごとの個別施設計画などの策定の推進・調整

・公共施設等総合管理計画（40年間）に基づく第1次

行動計画(公共施設）の策定
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番号 6 改革項目

■取組スケジュール

　

■取組の概要と方向性

　

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

取
組
内
容

■現状と課題

テーマ 行政サービスの効率化と質の向上

効率的な組織の構築

事業推進課 政策推進課

多様化する市民ニーズ及び複雑化する行政課題に対応するため、部門間の連携の強化と柔軟な組織の構築が求めら

れています。また、取手市の職員数が平成21年度は970人であったところ、令和元年度には790人となっており、少ない職

員数で効率的に業務執行できる体制をつくる必要があります。そのような中でも、新たな課題に対応していく必要があり、

令和2年度は、環境対策課の中における「環境政策係」を「環境政策室」として体制を強化しました。これにより、気候変動

や様々な環境問題に対して、未来を見据えた視点を持ち、課題解決に向けた取り組みを進めます。

複雑多様化する行政課題や市民ニーズに対応し、行政サービスの向上を目指すため、機動性と柔軟性を兼ね備えた組

織体制の構築を検討します。体制構築にあたっては、業務量の見直しなどを行うとともに、部や課の適正な規模を検討し、

部門間の連携の強化についても進めることで、効率的な組織体制を構築します。

・組織機構の見直し（関係課のヒアリング、実情調査、組織案作成）



23

番号 7 改革項目

■取組スケジュール

　

■取組の概要と方向性

　

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

取
組
内
容

■現状と課題

テーマ 行政サービスの効率化と質の向上

職員配置の適正化

事業推進課 人事課

職員の年齢構成において中高年層の構成比が高く、今後の数年間においても多くの退職者が見込まれることから、組織

に応じた人事配置計画が求められています。

さらに、人口動態や社会経済情勢の変化に伴う職員任用の一層の適正運用が必要となっています。

多様化・高度化する行政需要を踏まえ、行政運営に必要な資質を有する人材や適格な資格を持つ人材を多岐にわたる

職種で採用し、現行職員を含めた中で組織目標の適正かつ迅速な達成に向け、それぞれの部署に最適の配置を行いま

す。

配置にあたり、専門領域に特化した職員は例外として、特に若手職員層については一つの部署で5年を超える長期間の

配置は極力避けることとし、できる限り多くの業務を経験させることでそれぞれの職員の適性を見極めるとともに、将来幅広

い分野での活躍が期待できる人材の育成を図ります。

職員一人ひとりの能力や適性については、人事評価制度の充実、人事ヒアリング、人事配置自己申告票、保持する資格

などを参考に適正な人事管理を徹底することで組織力の強化の土台とします。

さらに、各部署において業務内容や業務量、今後の事業展開を的確に把握した上で、再任用職員の持つ豊富な知識と

経験を生かした配置をするほか、会計年度任用職員制度、任期付職員制度など、多様な任用制度を活用します。

また、年度途中においても、必要に応じて柔軟に職員の配置転換を行うことで、突発的な問題に対処できる柔軟な体制を

構築します。

このような職員配置の適正化により、きめ細やかな自治体運営を継続し、行政サービスの向上を図ります。

・組織目標に応じた業務の質と量の的確な把握と多様な任用制度の活用と職員配置

・より詳細で精緻な人事配置自己申告票の活用

・再任用職員の持つ豊富な知識と経験を生かした配置

・人事評価制度の一層の活用と人材育成
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番号 8 改革項目

■取組スケジュール

※１　キャリアデザイン…経験やスキル、性格、ライフスタイルなどを考慮し、自ら主体的に職業人生を構想・設計すること。

指
標

研修受講者数

1,500人 1,500人 1,500人 1,500人 1,500人

　

■取組の概要と方向性

　

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

取
組
内
容

■現状と課題

テーマ 行政サービスの効率化と質の向上

人材の育成と活用

事業推進課 人事課

人材育成を実効性のあるものとするには、「職員研修の充実」「組織文化の醸成」「人事管理の最適化」の三要素のバラン

スが重要となります。具体的には、研修においては自己啓発の促進、また組織文化の醸成にあっては職場の学習的風土

づくり、人事管理の最適化については能力・実績・努力に対する適正な人事評価の実施を主体とした更なる取り組みが求

められます。また、職員自らの意思を尊重する「キャリアデザイン〔※１〕」に着目した人材育成など、多様な取り組みを進めるこ

とも課題となります。

複雑・高度化した課題や多様化する市民ニーズへの

適正かつ迅速な対応を図るため、地方自治体において

も政策形成力、創意工夫と柔軟な発想力を持つ職員像

が求められる時代へと変遷しています。当市の人材育成

とその活用は「取手市人材育成基本方針」を根幹とし、さ

らに効果的で実効性の高い「人（職員）づくりの取り組

み」を進めていきます。

①職員研修の充実（自己啓発の促進、職場研修の支援、職場外研修の提供、非常勤職員研修の実施）

②組織文化の醸成（市民から学ぶ職員づくり、職場の学習的風土づくり、目標管理型の組織運営、他部門間交

流の促進）

③人事管理の最適化（多様な人材の確保、適正な人事評価、職員の適性、信頼性のある昇任管理）
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平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

研修受講者数の推移
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番号 9 改革項目

■取組スケジュール

■現状と課題

テーマ 行政サービスの効率化と質の向上

給与・手当等の適正化

事業推進課 人事課

　

■取組の概要と方向性

　

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

取
組
内
容

指
標

ラスパイレス指数

98以下 98以下 98以下 98以下 98以下

地方公務員のラスパイレス指数は１００以下が適正値とされています。

取手市においては、平成２８年度が９８．３、平成２９年度が９８．１、平成３０年度が９７．８、令和元年度が９７．８となってい

ます。今後も適正値を維持できるよう、推移に留意していく必要があります。

※ラスパイレス指数は、国家公務員と地方公務員の給料比較をする際に用いる統計上の指数であり、国の行政職俸給表

（一）適用職員の俸給月額を１００とした場合における地方公務員の一般行政職の給料水準を表しています。

職員の給与については、「職種別民間給与実態調査」

を反映した国の人事院勧告に準拠した給与改定を行い

ます。さらに、職員の給料月額が国家公務員・地方公務

員の全国的な指標において平均的な位置付けを保って

いくよう、ラスパイレス指数の推移に留意しつつ、適正な

処遇の反映を進めていきます。

ラスパイレス指数の適正値（１００以下）の確保

98.3
98.1

97.8 97.8

96.5

97.0

97.5

98.0

98.5
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99.5

100.0

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

ラスパイレス指数の推移
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※１ AI-OCR…AI（人工知能）技術を取り入れた光学文字認識機能（OCR）。手書きの申請書や帳票を読み取りデータ化するシステ

ム。※２ RPA…Robotic Process Automation の略。ソフトウェアロボットが人間に変わり、定型作業を処理する自動化技術の一種。

番号 10 改革項目

■取組スケジュール

　

■取組の概要と方向性

　

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

取
組
内
容

■現状と課題

テーマ 行政サービスの効率化と質の向上

ICTを活用した効率化

事業推進課 情報管理課・その他関連課

行政サービスの向上と行政運営経費の節減を実現するためには、ICTは欠かせない手段となっています。定型

業務の省力化を進めつつ、新しい技術を活用することで、経費削減だけではなくより細かな行政対応が可能とな

るように、業務へのICT活用をさらに検討・推進しているところです。

しかしながら、本市の主要な業務が情報システムに移行した結果、情報システムの維持管理等にかかるコスト

が増大する傾向にあり、より効率的な運用が求められています。

市では効果的な情報ツールを活用した活力と魅力に満ちたまちづくりや、行政の情報化推進による市民サービ

スの向上及び行政経営の効率化等を計画的に進めていくための指針として、「第四次取手市情報化計画」を策定

し、情報化施策に取り組んでいます。

【市民サービスへのICT活用】

市民が必要な時に必要な情報を容易に入手できる情報提供や情報発信の手段、そして電子申請をはじめ行政の

オンライン手続きを拡充し、ICTを活用した電子行政サービスや市民に身近な場所での行政窓口の充実による、

便利でわかりやすい電子自治体の推進を図っていきます。

令和2年度からは、市内の全保育所で、お便りの作成、園児台帳の管理、緊急時の一斉連絡等をＩＣＴシステ

ムにより運用することで保護者の利便性の向上、職員の負担軽減、保育の質の向上を目指しています。

【庁内のICT活用】

現行の情報システムについては、最大限の利活用を進めるととも

に、今後も、効率化の可能な業務の洗い出しを進めます。また、A

I-OCR〔※１〕やRPA〔※２〕など、ICTを活用した業務改革については、

先進事例の研究や庁内での効果検証を進め、業務コストの削減や、

効率的でスリムな行政運営を目指していきます。

これらの効率化を進めることで、職員が市民サービスに直結する

より付加価値の高い業務に専念できる環境を整えます。

①便利でわかりやすい電子行政サービスの推進

②ICTを活用した暮らしやすい社会の推進

③ICTを活用した効果的･効率的な市政の推進

④信頼度の高い安全で安心な情報化の推進

令和２年1月よりICT化を進める井野なないろ
保育所・地域子育て支援センター
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番号 11 改革項目

　

■取組スケジュール

指
標

過年度課税（滞納繰越）の目標徴収率　(％）

50.30 50.40 50.50 50.60 50.70

指
標

現年度課税の目標徴収率　（％）

98.80 98.85 98.90 99.05 99.10

令和6年度

取
組
内
容

令和5年度

■取組の概要と方向性

　

令和2年度 令和3年度 令和4年度

■現状と課題

テーマ 歳入の確保

収納率の向上

事業推進課 納税課

歳入の主となる市税について、現年度課税分の徴収率は、県内各自治体

の徴収率順位からすると中上位に位置し、過年度繰越滞納分の徴収率は

上位に位置している状況です。

今後においては、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響などによる税収減が懸念されるため、適正な徴

収対策の強化が課題となります。

厳しい社会情勢の中、安定した住民サービスを持続できるよう自主財源を確保するため、市税の現年度課税及び過年度

滞納繰越分の徴収率向上のための対策強化を図ります。

現年度課税については、随時の納税相談を実施し、催告書発送から滞納処分まで早期に着手することにより、滞納繰越

しの縮減に努めます。

過年度滞納繰越分についても随時納税相談を実施し、財産調査等による納税資力の見極めから滞納処分までを早期に

実施するとともに、徴収困難事案については、茨城租税債権管理機構に移管し、滞納処分の執行又は執行停止処分の指

導を受けるなど、今後も協力体制の下、徴収率の向上を図ります。

また、従来のコンビニ納付や口座振替、Yahoo！公金支払いを利用してのクレジット納付に加え、スマホ決済アプリでの

納付サービスもスタートしました。キャッシュレス化の推進により、納税しやすい環境を整え、利便性を高めることで徴収率

の向上に繋げます。

・現年度未納者への早期催告の実施 ・財産調査及び実態調査による納税資力の見極め

・滞納処分の早期執行

【現年度】

【過年度滞納繰越】

・預金、給与等の滞納処分の適正実施 ・高額及び対応困難事案の茨城租税債権管理機構への移管

・納税資力を的確に見極めた執行停止処分

【納税困難者の対応】 ※随時

・納税相談、財産調査等による個別的実情の十分な把握

・納付計画の作成
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番号 12 改革項目

■取組スケジュール

取
組
内
容

※普通財産…市有財産のうち、市において市が直接使用する財産（庁舎、消防施設等）または市民が共同利用する財産（学校、図
書館、公園等）を行政財産といい、それ以外の市有財産のことを普通財産といいます。
「経済的価値の発揮」を目的としており、間接的に市の行政に貢献させるため、管理処分（売却、貸し付け等）するべき性質を持つ財
産です。

■現状と課題

テーマ 歳入の確保

市有財産の処分

事業推進課 管財課

　

■取組の概要と方向性

　

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

普通財産〔※〕に分類される未活用の土地で、市街化区域に存する等、

比較的経済価値の高い土地については、積極的に売却を進め、財源

確保に努めています。普通財産の売却は、平成１７年度から積極的に

進め、令和元年度までの売却額は、約１４億円となっています。しかし、

把握している売却可能な普通財産は年々減少し、市が保有する財産

について、精査を実施し、売却可能な財産を選別することが必要となっ

てきています。

かねてより進めてきた戸頭終末処理場跡地の売却については、一般競争入札による売却を行い、財源を確保するとともに、民間資

本による未利用地の有効活用によってまちの活性化に繋げます。その他、普通財産で未活用となっている財産の整理を行い、売却

できる物件から積極的に財産処分を進めます。また、売却対象の中で未売却となっている物件については、売払い看板の設置、

ホームページ等での情報周知を強化し、再度一般公募を実施し、財産の処分を図っていきます。

一般競争入札による市有財産の処分及び市有財産の精査（売却可能な市有財産の選定）

24841 24673 22923

83000
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市有財産処分額の推移

(千円)
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番号 13 改革項目

■取組スケジュール

■現状と課題

テーマ 歳入の確保

新たな財源の確保

事業推進課 政策推進課

　

■取組の概要と方向性

　

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

取
組
内
容

歳入における市税収入は、少子高齢化や、税制改正の影響により、個人市民税、法人市民税等の減少など、全体として減少傾

向にあります。また、歳出面においては、全国平均、県内平均を上回るペースで高齢化が進み、扶助費の増加による義務的経費の

増大が財政を圧迫する要因となっています。このような厳しい財政状況の中でも安定的な財政運営を進めていく必要があり、自主

財源の確保に努めます。

自主財源の確保でも大きな役割が期待される、ふるさと取手応援寄附金については、令和元年度にふるさと納税指定制度の運

用が開始されたことで、返礼割合や募集経費などが厳格にルール化され、市町村間でより公平な条件で寄附を募ることができるよう

になりました。

前プランに引き続き、広告料収入ではホームページのバ

ナー広告や車両広告など、広告料収入の確保に努めていきま

す。また、広告収入を原資とするAEDの設置により、従来設置に

かかっていた費用の削減を進めています。このような新たな広告

媒体の導入に向けて調査研究を続けます。

ふるさと応援寄附金は制度運用の厳格化により公平な運用

が進んだ結果、増加傾向にあります。返礼品の種類を増や

し、制度の拡充を図ると共に、資金調達だけでなく、市の現

状とそれに対する施策の広報にも繋がる、クラウドファン

ディング等の財源確保に向けた新たな手法の検討を進めま

す。

84950

49357 41785

175107
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180,000
200,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度（千円）

ふるさと取手応援寄附金の推移

・新たな財源の確保のための調査・研究（先進事例研究・各種研修会参加等）

・ふるさと取手応援寄附金の拡充のための施策（返礼品の種類増）

・クラウドファンディング等の導入検討
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番号 14 改革項目

■取組スケジュール

指
標

市民と行政との協働事業件数
（※令和2年度は新型コロナウイルス感染症のため実施件数減少の見込み。目標件数を前年度実績１/2とす
る）

55件※ 100件 105件 110件 115件

　

■取組の概要と方向性

　

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

取
組
内
容

■現状と課題

テーマ 協働のまちづくり

市民協働による事業の推進

事業推進課 市民協働課

少子高齢化による地域活動の担い手の高齢化や価値観の多様

化、ライフスタイルの変化による近隣住民間のつながりの希薄化

等、地域社会を取り巻く環境は変化しており、それに対応するため

市民と行政が役割分担のもとでそれぞれの能力を発揮しながら協

働してまちづくりに取り組む必要があります。

平成28年に策定した市民協働基本方針に基づき、市として協働

によるまちづくりを推進していくため、市民と行政、市民同士の連携

を高めていくための仕組みや体制づくりが必要とされます。

■市民協働推進員の指定

市民協働基本方針に基づく推進体制として、市民協働推進員を全課に1名づつ任命。多様な主体による協働・連携の取り

組みを推進するためと地域課題の解決や組織の活性化、担い手育成を目的とした、市民と合同の市民協働員向け研修会を

開催し、庁内の協働意識の向上を図っていきます。

■市民と行政の協働事業の実施

ＮＰＯ・ボランティア団体や市民団体の事業に対して、行政が企画立案への参画や補助金での支援、共催・後援などの協力

を実施。また、事業によっては行政業務委託の形態を取るなど、市民団体との協働事業の実施により、市民と行政が一体と

なったまちづくりや地域の活性化につなげていきます。

■協働提案型公募補助制度の運用

市民のニーズに応えるための提案・公募型の補助制度を運用。公益的な事業の事業立ち上げ時期の最長6年間の事業費

について補助、必要に応じて行政との協働も可能となっており、市民の自発的な公益活動を支援していきます。

市民協働による事業の推進
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市民協働事業関連指標の推移

(具体例）

・協働提案型公募補助制度（市民の自発的な公益活動の支援制度）

・公共施設の里親制度（道路などの公共施設の環境美化ボランティア）

・壁画によるまちづくり事業（芸術家との協働によるアート・落書き防止）
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番号 15 改革項目

■取組スケジュール

　

■取組の概要と方向性

　

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

取
組
内
容

■現状と課題

テーマ 協働のまちづくり

大学等との連携推進

事業推進課 文化芸術課・スポーツ生涯学習課

東京藝術大学取手校地が開設以来、様々な文化連携事業を実施しており、この連携事業は、市民が身近に優れた芸

術・文化に触れることができる貴重な事業となっております。

小中学校との連携事業は、児童生徒にとっても優れた美術の技術指導を受けることができ、豊かな心を育む文化教育の

一端を担っており、市立中学校の吹奏楽部はコンクールで様々な賞を受賞し、技術向上に寄与しております。

その他にも音楽部生によるふれあいコンサートは、例年多くの来場者にお越しいただいており、大変盛況です。さらに東

京藝術大学卒業・修了予定者やその作品に対し、美術部門、音楽部門で取手市長賞を授与しています。

このように市民が芸術に親しむ機会の創出に努めることを目的としております。

また、多様化・高度化する市民の学習意欲に応えるため、さまざまな分野の専門的な学習機会を体系的・継続的に提供

し、生涯学習の推進と生きがいの増進を図ることを目的として、市民大学講座を開催しています。

今後は、市民や教育方針のニーズにあった事業展開を推進するために、大学との連携を図りながら意見交換をし、教育

文化普及活動を進めていくことが求められています。

東京藝術大学の優れた学術資源を市民や児童生徒に還元することで、地域文化の振興に寄与するとともにアートのある

まちづくりを推進しています。さらに、心豊かな活力ある地域の形成にとって、芸術のもつ重要性への理解を促す活動や

市民が芸術に親しむ機会の創出に努め、教育研究の振興を図るとともに、芸術をもって連携し様々な活動の展開を進め

ています。

今後の方向性については、市と東京藝術大学との連携をさらに深めるため連携協議会を開催し、連携事業の効果検

証、新たな取り組みについて議論しながら円滑な推進を図ってまいります。

また、市民大学講座についても、今後も東京大学など大学等の教育機関と連携し、各種講座の実施について検討して

まいります。

○小中学生との文化交流

・小学生：美術指導（14校）・中学生：音楽指導（6校）

○ふれあいコンサート（2回、入場者数計550人）

○取手市長賞の授与（４点）※東京藝大卒業・修了作品展で優秀作品に授与(美術部門２点）

※東京藝大卒業・修了予定者のうち優秀な成績を修めた者に対し授与（音楽部門２点）

・小中学生との文化交流（小学生：美術指導、中学生：音楽指導）

・ふれあいコンサート ・取手市長賞の授与 ・市民大学講座の開催
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番号 16 改革項目

■取組スケジュール

■現状と課題

テーマ 協働のまちづくり

企業等との連携推進

事業推進課 産業振興課

　

■取組の概要と方向性

　

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

取
組
内
容

4人 7人 7人

指
標

創業支援等事業計画の推進による新規起業家数（累計）

127人 147人 167人 187人 207人

空き店舗活用補助金交付件数

4人 4人

活気あるまちづくりのため、市内企業等との連携による市内産業の活性化、市民による起業の促進や新たな企業の誘致

などにより、安定した雇用の拡大・創出を図っていきます。また、地域が抱える社会課題に対して、企業等が有する経営ノ

ウハウや資源・実行力といった強みと行政の持つ信頼の得やすさや継続性など双方の強みを活かし、市民・企業・行政の

それぞれにとってメリットのある取組を進めます。

・起業家タウン取手を目指し、起業支援を重点的に行うことにより、市内での雇用創出や地域産業のさらなる活性化を図り

ます。

・各種法令を活用し、企業が設備投資しやすい環境を整え、市内産業の活性化を図ります。

・市内事業者にふるさと納税（ふるさと取手応援寄附金）の寄附者に贈呈する返戻品を提供していただくことで、地域の特

産品のＰＲや販路拡大を支援します。

・空き店舗に出店する事業者に対し空き店舗活用補助金を交付し、空き店舗の有効活用とまちの賑わいづくりを推進しま

す。

・スーパーマーケット事業者と連携し、高齢者等の買い物弱者支援事業として、市内の買い物が困難な地域において、移

動販売車による移動販売を実施します。

創業支援について、市は産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、創業支援等事業者である一般

社団法人とりで起業家支援ネットワークと連携し、平成27年度より各種創業支援等事業を実施しています。

企業誘致の面では、企業の事業拡大に向けた設備投資や用地の確保に対する法令等に基づく支援策等、新たな事業

者支援策を講じる仕組みづくりが必要となります。

・官民連携による創業支援等事業計画の推進

・企業進出のための情報提供、支援体制の充実

・買い物弱者支援事業

・空き店舗活用補助金の交付
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番号 17 改革項目

■取組スケジュール

取
組
内
容

　　・様々なメディアの特徴を生かした情報発信
　　・情報発信やホームページ・メールマガジン作成研修の実施
　　・ＪＩＳ試験など、ウェブアクセシビリティの実現内容の確認と公開

指
標

市ホームページの更新件数

6,000 6,100 6,200 6,200 6,200

　

■取組の概要と方向性

　

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

■現状と課題

テーマ 協働のまちづくり

市政情報の積極的な提供

事業推進課 魅力とりで発信課・広報広聴課

ライフスタイルの変容と市民ニーズの多様化に対応するため、適時適切な情報提供を行うことは、行政サービスの基本と

なるものです。インターネットの普及に伴い情報取得の手段が変化しているなかで、従来の紙媒体による情報提供だけで

なく、より多くの人に伝わりやすく届きやすい情報発信の手法が求められております。また、大型台風や大地震、感染症関

連情報など、予測のできない事態下においても、正確な情報をわかりやすく伝えられる発信力が、今後ますます必要となっ

てきます。

平成28年4月の障害者差別解消法の施行以降、ウェブアクセシビリティを含む情報アクセシビリティへの対応を行ってお

りますが、誰もが情報を得やすい状況の維持のために、さらなる職員の発信意識・技術の向上が必要です。

協働のまちづくりを推進するために、様々なメディアの特徴を生かしながら情報を発信し、市民に必要な情報を提供して

いきます。

市政情報の提供は、広報紙・記者会見・ホームページ・フェイスブック・ツイッター等で行っています。その中でもホーム

ページは、即時に、全世界に情報を発信できるツールです。平成28年のホームページリニューアル以降、高齢者・障害者

を含めた誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できる「ウェブアクセシビリティ」の向上のための取

り組みを進めてきました。今後もそうした取り組みを継続的に行い、良好なアクセシビリティ状況の維持に努めながら、全職

員による積極的な情報発信意識の向上を目指し、探しやすくわかりやすいホームページの構築を進めます。また、市外に

向けた取手市の魅力訴求についても、市民協働の形で情報発信の強化を図るとともに、プレスリリース等を有効に活用し

ながら、効果的な情報発信に努めます。
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